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2020 年 3 月 10 日 

 

株式会社 岩手銀行 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている 

事業者さま向け「特別融資制度」の取扱開始について 

 

 株式会社岩手銀行（頭取 田口 幸雄）では、新型コロナウイルス感染症拡大による直接的・間接的

に影響を受けられたお客さまを支援するため「特別融資制度」の取扱を開始しますので、下記のとおり

お知らせいたします。 

記 

１．新型コロナウイルス感染症対策の「特別融資制度」の取扱開始について 

（１）対象者 

   今般の新型コロナウイルスの感染拡大により、直接的・間接的に影響を受けられた法人および  

個人事業主のお客さま 

（２）取扱開始日 

   即日 

（３）取扱店 

   全店 

２．融資条件 

融資対象者 新型コロナウイルス感染症拡大により、事業に影響を受けられた法人および個人   

事業主のお客さま 

資金使途 事業資金（運転・設備） 

融資金額 1億円以内 

期  間 運転 5年以内、設備資金 20年以内 

融資利率 当行所定利率より 0.2％優遇 

取扱窓口 全店 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けられたお客さまの必要な資金に関するご相談

およびご利用いただいている借入金の返済条件のご変更に関するご相談は、既に全店に設置   

している「新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口」で承っております。詳細は当行   

ホームページまたは最寄りの店舗までお気軽にお問合せください。 

以 上 

 
〈本件に関するお問い合わせ先〉 

岩手銀行 法人戦略部  柴内 ＴＥＬ：０１９－６０１－８８６９ 

  審 査 部    遠藤 ＴＥＬ：０１９－６２４－８３０８ 


